
【質問・回答】 
案件名 南郷７丁目待合室電燈で使用する電力   

№１ 

№ 質問内容 回答 

１ 自家発補給電力契約が必要な場合は契約電力

を教えてください。 
自家発補給電力契約は不要です。 

２ 

弊社は蓄熱調整契約や電化厨房契約等の付帯

契約（割引）はありませんがよろしいでしょう

か。 

特に問題はありません。 

３ 

内訳書の基本料金小計、電力量料金小計は銭単

位まで記載し、その合算（月額計）で円未満切

捨てとしてよろしいでしょうか。なお、基本料

金小計や電力料金小計において端数処理の指

定がございましたら教えてください。 

契約単価積算内訳書に記載のとおり、基本料金小計と

電力量料金小計については、「円、銭単位まで記載可」

としており、基本料金と電力量料金を合算した月の合

計金額について、円未満の端数切捨てにて算定いただ

いております。 

銭未満（円単位で小数点３位以下）の端数処理方法の

指定はありませんが、契約単価積算内訳書提出の際、

金額の違算が生じないよう、ご注意願います。 

４ 
電子入札の場合において、内訳書への押印は不

要でよろしいでしょうか。 

電子入札システムにて入札書をご提出いただく際に

は、添付する内訳書については押印不要です。 

５ 
供給期間及びその前後において電力の契約に

関わるような電気工事の予定はございますか。 
該当するような電気工事の予定はございません。 

 


